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山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き



  
　この報告書は、毎月月報を公表している平成30年１月から12月の年平均の結果概要であり、年間

及び全国値との時系列比較等について取りまとめたものです。
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（注意）

①特に断りのない限り、本書に掲載する調査結果は、「調査産業計、事業所規模５人以上、性・就業形態計」のものである。

②本書に掲載する調査結果は、本県におけるものである。

③統計表中の符号は、次のとおり用いられている。

「△」…マイナス 「ｘ」…秘匿 「‐」…該当数値なし
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前年比でみて、

★ 現金給与総額は ％の増加 年連続の増加

★ 所定外労働時間は ％の増加 年連続の増加

★ 常用労働者は ％の増加 年連続の増加

（平成27年平均＝100）
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1. 当年の概況
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1. 結果概要 ～賃金・労働時間・雇用の動き～
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現金給与総額、きまって支給する給与及び所定内給与の年平均指数の推移（山梨県）

（平成27年平均＝100）

現金給与総額、きまって支給する給与及び所定内給与の年平均指数の推移（全国）

（平成27年平均＝100）

2. 賃金の動き

　平成30年における労働者一人あたりの現金給与総額は、298,219円で、前年と比べて、2.9％の増

加となった。きまって支給する給与は244,746円で0.9％の増加となり、特別に支払われた給与は

53,473円で13.6％の増加となった。

　なお、きまって支給する給与のうち、所定内給与は225,773円で0.7％増加し、超過労働給与は

18,973円で3.9％増加した。

　物価の変動による影響を除いた実質賃金指数の現金給与総額は、1.2％の増加となった（P9　事

業所規模５人以上参照）。
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総実労働時間、所定内労働時間及び所定外労働時間の年平均指数の推移（山梨県）

（平成27年平均＝100）

総実労働時間、所定内労働時間及び所定外労働時間の年平均指数の推移（全国）

（平成27年平均＝100）

3. 労働時間の動き

　平成30年における労働者一人あたりの総実労働時間数は、144.0時間で、前年と比べて、0.8％の

減少となった。このうち、所定内労働時間は132.8時間で1.1％の減少となり、所定外労働時間は

11.2時間で3.3％の増加となった。

　景気との連動性が高いとされる、製造業における労働者一人あたりの所定外労働時間は、18.4時

間で、7.2％の増加となった。
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常用労働者、一般労働者及びパートタイム労働者の年平均指数の推移（山梨県）

（平成27年平均＝100）

常用労働者、一般労働者及びパートタイム労働者の年平均指数の推移（全国）

（平成27年平均＝100）

4. 雇用の動き

　平成30年における常用労働者数は、287,343人で、前年と比べて、0.6％の増加となった。このう

ち、一般労働者は、194,158人で0.6％の増加、パートタイム労働者は、93,185人で4.7％の増加と

なった。

　常用労働者全体に占めるパートタイム労働者の比率は、32.4％となり、前年と比べて、0.6ポイ

ント上昇した。
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（事業所規模５人以上）

現金給与総額 きまって 特別に
支給する 所定内 超過労働 支払われた
給与 給与 給与 給与

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

ＴＬ 調査産業計 298,219 2.9 244,746 0.9 225,773 0.7 18,973 53,473

Ｄ 建設業 351,121 2.4 305,789 4.3 280,736 5.6 25,053 45,332
Ｅ 製造業 388,482 10.1 297,586 6.0 265,191 5.4 32,395 90,896
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 499,553 0.9 442,333 △  5.9 398,466 △  5.9 43,867 57,220

Ｇ 情報通信業 466,790 3.8 366,732 5.1 337,510 6.9 29,222 100,058
Ｈ 運輸業，郵便業 279,195 △  3.8 243,352 △  6.6 208,933 △  8.4 34,419 35,843
Ｉ 卸売業，小売業 184,416 △ 10.3 163,805 △  9.1 157,059 △  8.3 6,746 20,611

Ｊ 金融業，保険業 409,041 12.0 311,383 5.1 292,225 3.1 19,158 97,658
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 284,691 △  1.6 254,165 0.0 241,289 △  0.1 12,876 30,526
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 476,425 2.3 331,853 △  4.7 307,874 △  4.7 23,979 144,572

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 135,774 △  2.4 128,296 △  3.0 121,583 △  2.0 6,713 7,478
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 186,203 6.6 177,593 6.1 171,485 7.0 6,108 8,610
Ｏ 教育，学習支援業 376,607 14.1 298,852 10.0 294,146 10.0 4,706 77,755

Ｐ 医療，福祉 312,963 △  3.9 261,596 △  3.6 240,528 △  4.5 21,068 51,367
Ｑ 複合サービス事業 396,277 4.6 304,586 3.4 291,330 1.9 13,256 91,691
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 258,617 12.9 222,252 9.3 203,873 6.8 18,379 36,365

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 391,591 3.2 313,986 0.9 287,335 0.6 26,651 77,605
Ｅ 製造業 434,020 7.0 328,050 2.9 291,225 2.3 36,825 105,970
Ｉ 卸売業，小売業 328,001 △  2.6 278,485 △  1.2 265,218 △  0.4 13,267 49,516
Ｐ 医療，福祉 388,208 △  0.3 317,537 △  0.5 288,264 △  2.1 29,273 70,671

ＴＬ 調査産業計 103,600 5.4 100,426 5.1 97,457 5.0 2,969 3,174
Ｅ 製造業 132,844 18.7 126,571 17.5 119,044 15.7 7,527 6,273
Ｉ 卸売業，小売業 93,667 △  0.4 91,325 △  0.3 88,701 △  0.4 2,624 2,342
Ｐ 医療，福祉 134,115 13.1 128,632 13.3 127,064 13.0 1,568 5,483

（事業所規模30人以上）

現金給与総額 きまって 特別に
支給する 所定内 超過労働 支払われた
給与 給与 給与 給与

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

ＴＬ 調査産業計 343,550 3.9 273,433 1.4 247,568 0.7 25,865 70,117

Ｄ 建設業 386,372 △  2.7 318,257 △  0.4 281,239 3.7 37,018 68,115
Ｅ 製造業 427,273 8.9 318,237 4.7 280,772 4.2 37,465 109,036
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 555,360 1.0 501,871 △  5.6 444,823 △  5.6 57,048 53,489

Ｇ 情報通信業 521,498 0.3 399,549 3.0 367,723 3.3 31,826 121,949
Ｈ 運輸業，郵便業 342,835 13.1 279,466 4.5 238,953 2.8 40,513 63,369
Ｉ 卸売業，小売業 164,527 △  7.7 146,962 △  6.7 140,789 △  5.7 6,173 17,565

Ｊ 金融業，保険業 433,311 3.3 325,775 △  1.4 300,676 △  3.3 25,099 107,536
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 299,045 17.3 238,340 10.1 214,576 9.6 23,764 60,705
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 489,727 13.3 330,993 2.7 296,734 △  1.0 34,259 158,734

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 157,908 △ 14.1 150,661 △ 13.6 141,892 △ 11.1 8,769 7,247
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 201,463 1.4 187,357 0.3 178,648 0.1 8,709 14,106
Ｏ 教育，学習支援業 405,136 △  1.6 322,353 △  4.0 315,207 △  4.4 7,146 82,783

Ｐ 医療，福祉 361,131 1.1 299,170 1.7 268,937 △  0.2 30,233 61,961
Ｑ 複合サービス事業 421,079 7.2 320,752 5.6 305,718 3.3 15,034 100,327
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 226,451 15.4 203,070 14.4 184,121 11.6 18,949 23,381

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 427,422 4.6 332,874 1.8 298,984 1.2 33,890 94,548
Ｅ 製造業 462,449 6.8 340,816 2.9 300,075 2.4 40,741 121,633
Ｉ 卸売業，小売業 308,483 △  1.7 258,965 △  1.6 245,729 △  0.7 13,236 49,518
Ｐ 医療，福祉 434,050 5.9 352,052 5.9 311,693 3.1 40,359 81,998

ＴＬ 調査産業計 118,997 4.3 114,290 3.6 109,910 3.5 4,380 4,707
Ｅ 製造業 147,707 12.0 138,790 10.3 127,360 7.5 11,430 8,917
Ｉ 卸売業，小売業 102,697 1.3 98,856 1.1 95,717 1.9 3,139 3,841
Ｐ 医療，福祉 159,207 15.8 152,731 15.4 150,537 15.2 2,194 6,476

　　　労働者

産　　業

産　　業

パートタイム

パートタイム

　　　労働者

前年比 前年比 前年比

1. 月間現金給与額

前年比 前年比前年比

2. 統計表 ～賃金・労働時間・雇用の動きの詳細～
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（事業所規模５人以上）

総実労働時間 所定内 所定外 出勤日数
労働時間 労働時間

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日

ＴＬ 調査産業計 144.0 △  0.8 132.8 △  1.1 11.2 3.3 18.6 △  0.3

Ｄ 建設業 172.6 △  0.7 159.2 0.3 13.4 △ 10.9 21.4 0.2
Ｅ 製造業 167.1 1.9 148.7 1.3 18.4 7.2 19.5 0.0
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 149.2 △  2.9 139.9 △  3.4 9.3 6.3 18.4 △  0.6

Ｇ 情報通信業 159.8 △  7.1 147.0 △  4.9 12.8 △ 26.8 19.3 △  0.9
Ｈ 運輸業，郵便業 159.7 △  3.2 138.2 △  4.2 21.5 3.6 18.9 △  1.4
Ｉ 卸売業，小売業 123.8 △  3.2 117.9 △  2.1 5.9 △ 18.4 17.8 △  0.9

Ｊ 金融業，保険業 144.3 △  0.3 136.1 △  1.8 8.2 33.4 18.8 △  0.3
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 166.1 1.9 154.8 2.0 11.3 0.9 20.0 0.3
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 148.1 0.5 138.4 1.0 9.7 △  7.7 18.8 △  0.3

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 110.7 △  2.1 105.6 △  1.4 5.1 △ 12.6 16.7 0.0
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 125.4 △  5.5 119.3 △  4.0 6.1 △ 27.7 18.5 △  0.5
Ｏ 教育，学習支援業 144.3 7.1 130.0 0.5 14.3 171.6 17.3 △  0.4

Ｐ 医療，福祉 135.2 △  4.5 129.4 △  3.4 5.8 △ 22.9 18.4 △  0.1
Ｑ 複合サービス事業 152.1 4.3 144.8 2.6 7.3 53.3 19.7 0.8
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 148.7 2.9 136.8 △  0.6 11.9 73.6 19.2 △  0.7

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 168.7 △  0.7 153.6 △  1.1 15.1 3.8 20.1 △  0.2
Ｅ 製造業 174.0 △  0.4 153.6 △  0.8 20.4 2.6 19.7 △  0.2
Ｉ 卸売業，小売業 168.7 △  0.7 157.6 0.3 11.1 △ 12.0 20.4 △  0.4
Ｐ 医療，福祉 157.3 △  0.8 149.4 0.2 7.9 △ 17.3 19.9 0.3

ＴＬ 調査産業計 92.3 0.2 89.5 0.0 2.8 6.3 15.6 △  0.5
Ｅ 製造業 127.7 10.8 120.8 9.1 6.9 49.5 17.9 0.2
Ｉ 卸売業，小売業 95.4 4.7 92.7 4.7 2.7 4.5 16.1 △  0.9
Ｐ 医療，福祉 82.6 △  2.5 81.8 △  2.5 0.8 △  5.3 15.0 0.2

（事業所規模30人以上）

総実労働時間 所定内 所定外 出勤日数
労働時間 労働時間

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 時間 日

ＴＬ 調査産業計 149.5 △  1.1 136.3 △  1.3 13.2 2.6 18.9 △  0.3

Ｄ 建設業 171.9 △  5.0 151.7 △  3.8 20.2 △ 14.2 20.1 △  1.6
Ｅ 製造業 170.9 1.3 150.1 0.8 20.8 4.3 19.4 0.1
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 151.7 2.0 141.3 0.6 10.4 24.6 18.6 △  0.2

Ｇ 情報通信業 159.7 △  1.9 147.9 △  1.4 11.8 △  6.6 19.7 △  0.2
Ｈ 運輸業，郵便業 169.0 △  0.8 144.8 △  3.1 24.2 15.1 20.1 △  0.8
Ｉ 卸売業，小売業 117.2 △  1.2 111.9 0.0 5.3 △ 21.5 18.5 △  0.6

Ｊ 金融業，保険業 137.9 △  4.3 127.5 △  5.7 10.4 17.0 18.6 △  0.4
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 166.5 △  2.9 152.3 △  4.4 14.2 15.6 19.1 △  1.1
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 157.3 2.4 141.3 △  0.6 16.0 39.7 19.1 0.0

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 129.4 △  3.7 123.3 △  1.1 6.1 △ 36.1 18.5 △  0.3
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 122.5 △ 14.3 115.7 △ 15.9 6.8 25.9 18.0 △  1.3
Ｏ 教育，学習支援業 133.7 △  3.8 128.8 △  2.9 4.9 △ 22.7 17.0 △  0.5

Ｐ 医療，福祉 141.4 △  3.6 133.8 △  3.5 7.6 △  2.5 18.7 0.0
Ｑ 複合サービス事業 152.8 1.5 144.7 △  1.1 8.1 91.9 19.7 0.0
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 145.1 9.9 131.8 5.2 13.3 102.2 18.9 △  0.3

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 167.5 △  0.7 150.9 △  1.0 16.6 3.5 19.7 △  0.2
Ｅ 製造業 174.6 0.0 152.5 △  0.2 22.1 0.8 19.5 △  0.1
Ｉ 卸売業，小売業 156.9 △  2.1 146.0 △  2.0 10.9 △  4.5 19.3 △  0.7
Ｐ 医療，福祉 158.2 0.2 148.2 △  0.3 10.0 7.1 19.5 0.2

ＴＬ 調査産業計 101.4 △  0.9 97.3 △  1.1 4.1 4.2 16.8 △  0.3
Ｅ 製造業 141.4 8.3 130.8 6.3 10.6 42.4 18.3 0.5
Ｉ 卸売業，小売業 100.0 5.4 97.2 7.0 2.8 △ 29.9 18.2 △  0.3
Ｐ 医療，福祉 94.7 △  3.1 93.8 △  2.9 0.9 △ 20.1 16.3 0.5

2. 月間労働時間及び出勤日数

産　　業

パートタイム
　　　労働者

産　　業

前年比 前年差前年比

前年比

前年比

前年差前年比前年比

パートタイム
　　　労働者
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（事業所規模５人以上）

常用労働者 一般 パート パート 入職率 離職率

労働者 タイム タイム

労働者 労働者比率

人 ％ 人 人 ％ ％ ％

ＴＬ 調査産業計 287,343 0.6 194,158 93,185 32.4 2.07 1.83

Ｄ 建設業 14,887 4.1 14,003 884 5.9 1.45 1.04

Ｅ 製造業 68,100 △  2.2 57,792 10,308 15.1 1.12 0.93

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 1,719 8.0 1,632 87 4.8 1.94 0.64

Ｇ 情報通信業 4,152 1.4 3,924 228 5.5 1.65 1.39

Ｈ 運輸業，郵便業 14,666 7.1 10,213 4,453 30.1 2.51 1.73

Ｉ 卸売業，小売業 50,908 3.8 19,744 31,164 61.2 2.51 2.17

Ｊ 金融業，保険業 7,247 △  4.9 6,255 992 13.7 1.16 1.47

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 1,764 1.7 1,587 177 10.0 1.75 1.05

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 4,995 1.2 4,293 702 14.1 1.84 1.49

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 26,113 2.0 7,941 18,172 69.6 4.47 4.18

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 12,191 3.1 5,815 6,376 52.3 2.66 2.71

Ｏ 教育，学習支援業 19,928 3.0 16,145 3,783 19.0 1.22 0.90

Ｐ 医療，福祉 41,343 △  3.3 29,087 12,256 29.6 1.95 1.84

Ｑ 複合サービス事業 4,527 0.9 3,760 767 16.9 3.07 2.48

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 14,805 △  2.6 11,967 2,838 19.2 2.39 2.58

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 194,158 0.6 ‐ ‐ ‐ 1.40 1.22

Ｅ 製造業 57,792 1.3 ‐ ‐ ‐ 0.89 0.70

Ｉ 卸売業，小売業 19,744 7.4 ‐ ‐ ‐ 1.79 1.24

Ｐ 医療，福祉 29,087 △  2.7 ‐ ‐ ‐ 1.50 1.58

ＴＬ 調査産業計 93,185 4.7 ‐ ‐ ‐ 3.47 3.13

Ｅ 製造業 10,308 △  6.5 ‐ ‐ ‐ 2.45 2.20

Ｉ 卸売業，小売業 31,164 3.2 ‐ ‐ ‐ 2.94 2.76

Ｐ 医療，福祉 12,256 11.5 ‐ ‐ ‐ 3.01 2.45

（事業所規模30人以上）

常用労働者 一般 パート パート 入職率 離職率

労働者 タイム タイム

労働者 労働者比率

人 ％ 人 人 ％ ％ ％

ＴＬ 調査産業計 160,169 △  1.7 116,582 43,587 27.2 1.92 1.74

Ｄ 建設業 4,400 14.6 4,210 190 4.3 1.18 0.65

Ｅ 製造業 53,209 △  3.5 47,255 5,954 11.2 0.96 0.80

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 1,189 4.0 1,175 14 1.2 2.04 0.92

Ｇ 情報通信業 2,540 1.3 2,508 32 1.3 1.16 1.03

Ｈ 運輸業，郵便業 7,919 1.6 5,339 2,580 32.6 1.97 2.02

Ｉ 卸売業，小売業 19,477 △  0.2 5,852 13,625 70.0 2.35 2.16

Ｊ 金融業，保険業 3,291 △  2.4 2,649 642 19.5 1.07 1.15

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 404 2.1 337 67 16.5 1.37 1.30

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 1,844 0.1 1,556 288 15.6 2.79 2.73

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 10,496 3.4 4,483 6,013 57.2 5.87 5.10

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 4,904 2.4 2,485 2,419 49.1 3.49 2.98

Ｏ 教育，学習支援業 11,748 △  1.0 9,721 2,027 17.3 1.47 1.19

Ｐ 医療，福祉 26,401 △  5.6 19,400 7,001 26.5 1.80 1.75

Ｑ 複合サービス事業 2,566 4.0 2,152 414 16.2 3.26 2.65

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 9,783 △  3.9 7,462 2,321 23.7 2.63 2.88

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 116,582 0.8 ‐ ‐ ‐ 1.38 1.26

Ｅ 製造業 47,255 1.2 ‐ ‐ ‐ 0.84 0.66

Ｉ 卸売業，小売業 5,852 5.3 ‐ ‐ ‐ 2.10 1.92

Ｐ 医療，福祉 19,400 △  1.2 ‐ ‐ ‐ 1.60 1.60

ＴＬ 調査産業計 43,587 2.4 ‐ ‐ ‐ 3.36 3.03

Ｅ 製造業 5,954 △  0.5 ‐ ‐ ‐ 1.94 1.85

Ｉ 卸売業，小売業 13,625 △  2.5 ‐ ‐ ‐ 2.46 2.26

Ｐ 医療，福祉 7,001 7.4 ‐ ‐ ‐ 2.35 2.17

産　　業

前年比

3. 常用雇用及び労働異動率

　　　労働者

産　　業

パートタイム

　　　労働者

前年比

パートタイム
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（事業所規模５人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与 所定内給与

平成24年 99.6 △  1.8 94.0 1.9 100.6 △  1.6 97.8 △  0.1 101.5 △  1.0 97.7 △  0.1
　　25年 100.7 1.1 93.9 △  0.2 101.6 1.0 97.6 △  0.2 102.2 0.7 97.6 △  0.1
　　26年 100.2 △  0.6 96.4 2.7 100.3 △  1.3 98.9 1.2 99.9 △  2.3 97.6 △  0.1
　　27年 100.0 △  0.1 100.0 3.8 100.0 △  0.3 100.0 1.2 100.0 0.1 100.0 2.5
　　28年 101.2 1.2 97.9 △  2.2 100.2 0.2 99.2 △  0.8 100.3 0.3 99.5 △  0.6
　　29年 102.0 0.8 96.6 △  1.3 101.8 1.6 97.8 △  1.4 101.4 1.1 97.6 △  1.9
　　30年 105.0 2.9 106.4 10.1 102.7 0.9 103.7 6.0 102.1 0.7 102.9 5.4

平成29年 １月 85.2 △  0.9 74.3 △  3.5 100.2 1.6 93.5 △  3.2 100.3 1.5 94.8 △  2.6
２月 85.4 0.4 76.8 △  3.5 100.9 1.2 96.8 △  2.9 101.0 1.2 97.0 △  2.8
３月 87.1 △  0.9 76.1 △  5.3 102.3 1.3 95.7 △  4.4 101.8 0.8 95.6 △  4.2
４月 88.6 3.1 79.5 △  0.4 103.3 2.6 97.8 △  3.1 102.9 2.5 97.6 △  2.7
５月 88.0 △  0.2 78.8 △  7.7 101.0 1.4 95.2 △  3.3 100.9 1.4 95.8 △  2.8
６月 142.1 4.1 139.7 △  0.5 103.6 2.7 97.4 △  2.8 103.3 2.2 97.5 △  2.9
７月 111.2 △  5.1 112.6 △  6.9 102.9 2.4 100.0 0.4 102.2 1.7 99.3 △  0.8
８月 92.2 3.5 81.9 2.5 101.3 0.9 98.2 0.5 100.9 0.4 98.1 △  0.1
９月 86.6 2.0 81.0 4.0 101.2 1.2 99.3 0.4 101.8 1.4 99.1 △  0.8
10月 86.1 1.2 78.7 △  1.0 101.0 1.1 98.7 0.2 100.6 0.5 98.6 △  0.4
11月 88.9 0.0 82.6 △  3.4 101.8 1.4 100.4 0.9 100.8 0.2 99.0 △  1.0
12月 182.0 1.4 196.6 4.6 101.7 0.6 100.2 △  0.2 100.7 △  0.3 98.9 △  1.3

平成30年 １月 86.7 1.8 80.5 8.3 101.1 0.9 100.1 7.1 101.0 0.7 100.3 5.8
２月 86.6 1.4 81.4 6.0 102.3 1.4 103.2 6.6 101.9 0.9 102.1 5.3
３月 89.3 2.5 84.9 11.6 103.7 1.4 103.4 8.0 102.9 1.1 101.8 6.5
４月 88.5 △  0.1 83.2 4.7 103.7 0.4 104.1 6.4 103.0 0.1 102.6 5.1
５月 89.4 1.6 82.5 4.7 103.1 2.1 102.6 7.8 103.0 2.1 101.9 6.4
６月 158.8 11.8 176.9 26.6 103.9 0.3 103.9 6.7 103.7 0.4 103.2 5.8
７月 114.4 2.9 125.3 11.3 102.5 △  0.4 104.3 4.3 102.1 △  0.1 103.7 4.4
８月 89.5 △  2.9 85.2 4.0 102.2 0.9 103.4 5.3 101.8 0.9 103.3 5.3
９月 87.3 0.8 86.6 6.9 101.7 0.5 104.3 5.0 101.3 △  0.5 103.9 4.8
10月 87.1 1.2 83.1 5.6 103.1 2.1 105.2 6.6 101.9 1.3 104.2 5.7
11月 89.0 0.1 87.8 6.3 103.0 1.2 105.4 5.0 101.6 0.8 104.2 5.3
12月 193.9 6.5 218.9 11.3 102.2 0.5 104.2 4.0 101.3 0.6 103.5 4.7

（事業所規模30人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与 所定内給与

平成24年 98.1 2.8 97.7 5.1 99.1 2.2 101.2 2.3 99.4 2.3 100.6 2.0
　　25年 97.8 △  0.4 95.8 △  1.8 98.8 △  0.3 99.7 △  1.5 99.2 △  0.1 99.6 △  1.0
　　26年 99.2 1.5 97.3 1.5 99.5 0.7 99.4 △  0.3 99.1 △  0.1 98.0 △  1.6
　　27年 100.0 0.8 100.0 2.8 100.0 0.5 100.0 0.6 100.0 0.9 100.0 2.0
　　28年 101.1 1.2 98.7 △  1.2 100.5 0.5 100.3 0.2 100.5 0.5 100.4 0.4
　　29年 101.9 0.8 98.6 △  0.1 101.7 1.2 99.5 △  0.8 101.0 0.5 99.0 △  1.4
　　30年 105.9 3.9 107.4 8.9 103.1 1.4 104.2 4.7 101.7 0.7 103.2 4.2

平成29年 １月 83.2 △  1.7 74.9 △  0.8 100.4 1.5 97.3 0.1 100.4 1.5 98.2 0.2
２月 83.7 1.5 77.7 0.0 101.1 1.2 100.0 0.0 101.0 1.0 99.6 △  0.7
３月 83.8 △  3.0 76.7 △  1.3 100.8 △  1.0 98.9 △  1.6 100.1 △  1.8 98.1 △  2.1
４月 85.4 2.0 81.0 3.4 101.4 0.7 101.3 △  0.1 100.8 0.6 100.5 △  0.3
５月 85.4 △  1.6 80.7 △  6.2 100.0 0.8 98.7 △  0.3 100.1 1.0 98.9 △  0.4
６月 153.0 7.7 154.7 6.6 103.0 2.7 100.5 △  0.2 102.2 1.8 100.3 △  0.8
７月 110.0 △  8.6 112.3 △ 10.9 103.0 2.1 100.1 △  1.2 101.6 0.9 99.3 △  2.2
８月 86.7 3.8 77.9 1.2 101.9 1.4 98.0 △  1.5 100.9 0.6 97.7 △  1.8
９月 85.6 3.0 79.7 2.4 101.8 1.1 99.3 △  1.8 102.0 0.9 99.2 △  2.6
10月 85.0 1.9 77.4 △  2.3 101.8 1.5 99.1 △  1.0 100.9 0.5 99.1 △  1.1
11月 87.4 0.7 81.7 △  2.3 102.8 1.8 100.5 △  0.3 101.1 0.1 99.1 △  1.8
12月 193.8 2.0 208.7 3.9 102.4 0.9 99.8 △  1.6 100.5 △  0.9 98.4 △  2.5

平成30年 １月 84.9 2.0 78.6 4.9 102.0 1.6 101.3 4.1 101.1 0.7 101.4 3.3
２月 84.3 0.7 79.6 2.4 102.2 1.1 103.1 3.1 101.0 0.0 101.9 2.3
３月 87.5 4.4 84.5 10.2 103.6 2.8 104.5 5.7 102.0 1.9 102.8 4.8
４月 85.9 0.6 82.2 1.5 103.7 2.3 105.1 3.8 102.1 1.3 103.4 2.9
５月 87.1 2.0 82.0 1.6 102.8 2.8 104.0 5.4 102.0 1.9 103.1 4.2
６月 175.2 14.5 189.4 22.4 103.8 0.8 105.1 4.6 102.7 0.5 104.2 3.9
７月 112.3 2.1 125.6 11.8 103.7 0.7 104.4 4.3 102.7 1.1 103.6 4.3
８月 86.3 △  0.5 82.5 5.9 103.0 1.1 103.8 5.9 102.0 1.1 103.4 5.8
９月 86.3 0.8 85.3 7.0 102.4 0.6 104.0 4.7 101.5 △  0.5 103.4 4.2
10月 85.0 0.0 81.2 4.9 103.4 1.6 105.0 6.0 101.3 0.4 103.9 4.8
11月 88.1 0.8 86.6 6.0 103.6 0.8 105.6 5.1 101.4 0.3 104.1 5.0
12月 208.2 7.4 231.0 10.7 102.7 0.3 104.2 4.4 101.1 0.6 103.2 4.9

4. 名目賃金指数

（平成27年平均＝100）

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

（平成27年平均＝100）

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
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（事業所規模５人以上）

現金給与総額 きまって支給する給与

平成24年 104.5 △  2.1 98.6 1.6 105.6 △  1.9 102.6 △  0.4

　　25年 104.9 0.3 97.8 △  1.0 105.8 0.2 101.7 △  1.0

　　26年 101.2 △  3.6 97.4 △  0.4 101.3 △  4.3 99.9 △  1.9

　　27年 100.0 △  1.1 100.0 2.6 100.0 △  1.3 100.0 0.1

　　28年 101.7 2.1 98.4 △  1.3 100.7 1.2 99.7 0.1

　　29年 101.9 0.2 96.5 △  1.9 101.7 1.0 97.7 △  2.0

　　30年 103.1 1.2 104.5 8.3 100.9 △  0.8 101.9 4.3

平成29年 １月 85.5 △  1.7 74.6 △  4.2 100.6 0.8 93.9 △  4.0

２月 86.1 0.0 77.4 △  4.0 101.7 0.8 97.6 △  3.3

３月 87.6 △  1.4 76.6 △  5.7 102.9 0.9 96.3 △  4.7

４月 88.6 2.7 79.5 △  0.9 103.3 2.1 97.8 △  3.6

５月 87.8 △  0.9 78.6 △  8.4 100.8 0.7 95.0 △  3.9

６月 142.1 3.6 139.7 △  1.0 103.6 2.2 97.4 △  3.3

７月 111.6 △  5.5 113.1 △  7.3 103.3 2.0 100.4 0.0

８月 92.2 2.7 81.9 1.7 101.3 0.1 98.2 △  0.3

９月 86.5 1.5 80.9 3.5 101.1 0.7 99.2 △  0.1

10月 85.8 1.2 78.5 △  1.0 100.7 1.1 98.4 0.2

11月 88.2 △  0.5 81.9 △  3.9 101.0 0.9 99.6 0.4

12月 179.3 0.3 193.7 3.5 100.2 △  0.5 98.7 △  1.3

平成30年 １月 85.5 0.0 79.4 6.4 99.7 △  0.9 98.7 5.1

２月 85.3 △  0.9 80.2 3.6 100.8 △  0.9 101.7 4.2

３月 88.2 0.7 83.9 9.5 102.5 △  0.4 102.2 6.1

４月 87.6 △  1.1 82.4 3.6 102.7 △  0.6 103.1 5.4

５月 88.3 0.6 81.5 3.7 101.9 1.1 101.4 6.7

６月 156.8 10.3 174.6 25.0 102.6 △  1.0 102.6 5.3

７月 113.0 1.3 123.8 9.5 101.3 △  1.9 103.1 2.7

８月 87.9 △  4.7 83.7 2.2 100.4 △  0.9 101.6 3.5

９月 85.3 △  1.4 84.7 4.7 99.4 △  1.7 102.0 2.8

10月 84.5 △  1.5 80.6 2.7 100.0 △  0.7 102.0 3.7

11月 86.7 △  1.7 85.5 4.4 100.3 △  0.7 102.6 3.0

12月 189.5 5.7 214.0 10.5 99.9 △  0.3 101.9 3.2

（事業所規模30人以上）

現金給与総額 きまって支給する給与 甲府市

消費者

物価指数

平成24年 102.9 2.5 102.5 4.8 104.0 1.9 106.2 2.0 95.3

　　25年 101.9 △  1.2 99.8 △  2.6 102.9 △  1.1 103.9 △  2.2 96.0

　　26年 100.2 △  1.6 98.3 △  1.6 100.5 △  2.3 100.4 △  3.3 99.0

　　27年 100.0 △  0.2 100.0 1.7 100.0 △  0.6 100.0 △  0.4 100.0

　　28年 101.6 2.0 99.2 △  0.4 101.0 1.3 100.8 1.0 99.5

　　29年 101.8 0.2 98.5 △  0.7 101.6 0.6 99.4 △  1.4 100.1

　　30年 104.0 2.2 105.5 7.1 101.3 △  0.3 102.4 3.0 101.8

平成29年 １月 83.5 △  2.5 75.2 △  1.6 100.8 0.7 97.7 △  0.7 99.6

２月 84.4 1.1 78.3 △  0.4 101.9 0.8 100.8 △  0.4 99.2

３月 84.3 △  3.4 77.2 △  1.7 101.4 △  1.4 99.5 △  2.0 99.4

４月 85.4 1.5 81.0 2.9 101.4 0.2 101.3 △  0.6 100.0

５月 85.2 △  2.3 80.5 △  6.8 99.8 0.1 98.5 △  1.0 100.2

６月 153.0 7.1 154.7 6.1 103.0 2.2 100.5 △  0.7 100.0

７月 110.4 △  9.1 112.8 △ 11.3 103.4 1.7 100.5 △  1.6 99.6

８月 86.7 3.0 77.9 0.4 101.9 0.6 98.0 △  2.3 100.0

９月 85.5 2.5 79.6 1.9 101.7 0.6 99.2 △  2.3 100.1

10月 84.7 1.8 77.2 △  2.3 101.5 1.5 98.8 △  1.0 100.3

11月 86.7 0.2 81.1 △  2.6 102.0 1.3 99.7 △  0.8 100.8

12月 190.9 0.9 205.6 2.8 100.9 △  0.2 98.3 △  2.7 101.5

平成30年 １月 83.7 0.2 77.5 3.1 100.6 △  0.2 99.9 2.3 101.4

２月 83.1 △  1.5 78.4 0.1 100.7 △  1.2 101.6 0.8 101.5

３月 86.5 2.6 83.5 8.2 102.4 1.0 103.3 3.8 101.2

４月 85.0 △  0.5 81.4 0.5 102.7 1.3 104.1 2.8 101.0

５月 86.1 1.1 81.0 0.6 101.6 1.8 102.8 4.4 101.2

６月 173.0 13.1 187.0 20.9 102.5 △  0.5 103.8 3.3 101.3

７月 111.0 0.5 124.1 10.0 102.5 △  0.9 103.2 2.7 101.2

８月 84.8 △  2.2 81.0 4.0 101.2 △  0.7 102.0 4.1 101.8

９月 84.4 △  1.3 83.4 4.8 100.1 △  1.6 101.7 2.5 102.3

10月 82.4 △  2.7 78.8 2.1 100.3 △  1.2 101.8 3.0 103.1

11月 85.8 △  1.0 84.3 3.9 100.9 △  1.1 102.8 3.1 102.7

12月 203.5 6.6 225.8 9.8 100.4 △  0.5 101.9 3.7 102.3

（※）甲府市消費者物価指数は、持家の帰属家賃を除く総合指数を使用している。

また、甲府市消費者物価指数の基準は、平成27年平均を100としている。

製造業 調査産業計 製造業

5. 実質賃金指数

（平成27年平均＝100）

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

前年比 前年比 前年比 前年比

前年比 前年比 前年比 前年比

（平成27年平均＝100）

調査産業計
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（事業所規模５人以上）
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

平成24年 101.3 △  0.1 98.8 △  0.4 102.1 0.5 99.7 0.8 91.4 △  8.5 92.0 △ 10.9
　　25年 100.9 △  0.4 99.3 0.4 101.6 △  0.5 100.3 0.6 92.9 1.7 91.8 △  0.1
　　26年 100.5 △  0.4 101.1 1.9 100.7 △  0.9 102.0 1.7 98.3 5.8 94.6 2.9
　　27年 100.0 △  0.5 100.0 △  1.1 100.0 △  0.7 100.0 △  2.0 100.0 1.7 100.0 5.8
　　28年 100.1 0.1 99.6 △  0.4 100.2 0.2 99.9 △  0.1 98.5 △  1.5 96.6 △  3.4
　　29年 99.6 △  0.5 99.8 0.2 99.2 △  1.0 99.5 △  0.4 104.8 6.4 101.4 5.0
　　30年 98.8 △  0.8 101.7 1.9 98.1 △  1.1 100.8 1.3 108.3 3.3 108.7 7.2

平成29年 １月 92.7 △  0.1 88.1 △  1.3 92.4 △  0.5 88.1 △  1.3 96.1 4.1 87.6 △  1.6
２月 99.5 △  0.1 100.6 △  0.5 99.3 △  0.5 100.5 △  0.6 101.9 4.8 100.6 △  0.3
３月 101.3 △  0.2 100.2 △  2.5 100.9 △  0.8 100.1 △  2.7 106.8 6.6 100.0 △  2.1
４月 104.1 1.1 102.4 △  1.2 103.5 0.5 102.4 △  1.3 111.7 8.3 101.8 △  0.3
５月 97.0 1.3 92.2 1.2 96.8 0.9 92.5 1.4 100.0 7.1 88.8 △  0.2
６月 104.9 0.0 105.5 0.4 104.7 △  0.6 105.8 △  0.1 108.7 7.5 101.8 3.4
７月 101.2 △  1.2 102.7 △  0.2 100.9 △  1.7 102.0 △  1.9 105.8 6.7 108.3 14.7
８月 95.6 △  2.6 93.9 0.0 95.2 △  3.2 93.7 △  0.4 101.0 3.9 94.7 3.6
９月 99.5 △  1.7 102.7 1.2 99.3 △  2.3 102.2 △  0.1 102.9 6.9 105.9 11.6
10月 99.4 △  0.7 101.2 1.2 99.1 △  1.1 100.9 0.5 102.9 4.8 103.6 7.8
11月 101.0 △  0.8 105.2 1.5 100.4 △  1.5 104.3 0.3 108.7 8.5 113.0 12.7
12月 99.3 △  0.5 102.9 2.7 98.4 △  1.2 102.0 1.8 110.7 7.4 110.1 9.8

平成30年 １月 91.3 △  1.5 89.8 1.9 90.8 △  1.7 88.8 0.8 98.1 2.1 98.2 12.1
２月 95.9 △  3.6 100.7 0.1 95.2 △  4.1 99.0 △  1.5 105.8 3.8 114.8 14.1
３月 99.3 △  2.0 102.8 2.6 98.2 △  2.7 100.9 0.8 113.6 6.4 118.3 18.3
４月 102.1 △  1.9 105.7 3.2 100.8 △  2.6 104.6 2.1 119.4 6.9 114.2 12.2
５月 98.1 1.1 97.4 5.6 97.4 0.6 96.7 4.5 107.8 7.8 102.4 15.3
６月 103.5 △  1.3 106.9 1.3 102.9 △  1.7 107.2 1.3 111.7 2.8 104.1 2.3
７月 100.5 △  0.7 102.1 △  0.6 100.1 △  0.8 101.6 △  0.4 104.9 △  0.9 105.9 △  2.2
８月 97.3 1.8 97.7 4.0 96.9 1.8 97.1 3.6 102.9 1.9 102.4 8.1
９月 96.8 △  2.7 101.5 △  1.2 96.4 △  2.9 100.8 △  1.4 101.9 △  1.0 107.1 1.1
10月 101.6 2.2 105.4 4.2 100.9 1.8 104.3 3.4 111.7 8.6 114.2 10.2
11月 102.3 1.3 107.5 2.2 101.6 1.2 106.8 2.4 112.6 3.6 112.4 △  0.5
12月 97.4 △  1.9 102.4 △  0.5 96.5 △  1.9 101.4 △  0.6 108.7 △  1.8 110.1 0.0

（事業所規模30人以上）
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

平成24年 100.9 1.5 99.0 1.4 101.0 1.5 99.8 2.5 99.7 2.8 92.6 △  7.2
　　25年 100.6 △  0.3 98.3 △  0.6 101.4 0.4 100.3 0.4 92.9 △  6.8 85.1 △  8.1
　　26年 101.7 1.0 100.3 2.0 102.0 0.6 101.8 1.5 98.8 6.3 90.7 6.6
　　27年 100.0 △  1.6 100.0 △  0.4 100.0 △  2.0 100.0 △  1.7 100.0 1.3 100.0 10.2
　　28年 100.1 0.1 99.6 △  0.4 100.3 0.3 99.8 △  0.2 98.6 △  1.4 97.6 △  2.3
　　29年 101.3 1.2 100.5 0.9 100.7 0.4 100.0 0.2 106.1 7.6 104.7 7.3
　　30年 100.2 △  1.1 101.8 1.3 99.4 △  1.3 100.8 0.8 108.9 2.6 109.2 4.3

平成29年 １月 93.7 1.2 90.0 0.4 93.2 0.6 89.4 △  0.4 98.3 6.8 94.2 7.9
２月 100.4 1.3 101.5 1.1 100.2 0.8 101.1 0.6 101.7 4.8 105.2 5.9
３月 100.9 △  0.1 102.1 △  0.7 100.4 △  0.9 101.3 △  1.6 105.8 7.3 107.9 5.3
４月 104.8 2.2 104.3 1.2 104.2 1.5 103.8 0.4 110.7 9.5 107.9 6.9
５月 97.3 2.4 93.5 2.7 97.2 2.1 93.4 2.2 97.5 6.0 94.2 6.6
６月 105.8 1.2 107.1 1.9 105.5 0.6 107.3 1.2 107.4 8.0 106.3 8.1
７月 104.7 1.4 103.3 0.2 104.2 0.8 102.4 △  1.3 109.9 8.7 110.5 12.4
８月 98.5 0.5 93.7 △  0.2 98.0 △  0.2 93.4 △  0.4 102.5 5.7 96.3 2.2
９月 101.8 0.1 102.4 0.5 101.3 △  0.7 101.9 △  0.4 106.6 8.1 106.3 7.0
10月 101.8 1.1 101.1 1.2 101.2 0.5 100.7 0.8 107.4 6.2 104.2 4.9
11月 104.0 1.1 104.9 1.0 103.1 0.0 103.9 △  0.2 112.4 11.2 113.1 10.3
12月 101.3 1.1 102.2 2.1 100.2 0.3 101.2 1.4 113.2 8.4 109.9 8.4

平成30年 １月 94.0 0.3 91.8 2.0 93.4 0.2 90.8 1.6 100.8 2.5 99.5 5.6
２月 97.2 △  3.2 100.3 △  1.2 96.3 △  3.9 98.7 △  2.4 106.6 4.8 113.1 7.5
３月 100.8 △  0.1 103.4 1.3 99.5 △  0.9 101.3 0.0 114.9 8.6 119.9 11.1
４月 102.8 △  1.9 105.4 1.1 101.7 △  2.4 104.1 0.3 114.0 3.0 115.2 6.8
５月 99.9 2.7 98.2 5.0 99.3 2.2 97.3 4.2 106.6 9.3 104.7 11.1
６月 104.8 △  0.9 107.0 △  0.1 104.3 △  1.1 107.1 △  0.2 109.1 1.6 106.8 0.5
７月 101.8 △  2.8 102.2 △  1.1 101.2 △  2.9 101.7 △  0.7 108.3 △  1.5 106.3 △  3.8
８月 98.1 △  0.4 98.0 4.6 97.4 △  0.6 97.4 4.3 105.0 2.4 102.1 6.0
９月 97.4 △  4.3 101.0 △  1.4 96.6 △  4.6 100.1 △  1.8 105.8 △  0.8 107.9 1.5
10月 102.3 0.5 104.9 3.8 101.5 0.3 104.0 3.3 111.6 3.9 112.0 7.5
11月 104.1 0.1 107.6 2.6 103.2 0.1 106.9 2.9 113.2 0.7 113.1 0.0
12月 98.9 △  2.4 101.7 △  0.5 97.8 △  2.4 100.7 △  0.5 110.7 △  2.2 109.9 0.0

6. 労働時間指数

（平成27年平均＝100）

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

（平成27年平均＝100）

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
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（事業所規模５人以上） （事業所規模30人以上）
常用労働者 常用労働者
調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

平成24年 97.6 0.4 96.8 0.1 平成24年 97.2 0.5 93.1 △  0.6
　　25年 96.8 △  0.8 95.1 △  1.7 　　25年 97.1 0.0 92.2 △  1.0
　　26年 98.3 1.4 95.3 0.2 　　26年 98.0 0.9 94.4 2.3
　　27年 100.0 1.9 100.0 4.9 　　27年 100.0 2.1 100.0 6.0
　　28年 99.9 △  0.1 100.8 0.8 　　28年 99.5 △  0.5 100.0 0.0
　　29年 101.3 1.4 99.1 △  1.7 　　29年 99.7 0.2 99.1 △  0.9
　　30年 101.9 0.6 96.9 △  2.2 　　30年 98.0 △  1.7 95.6 △  3.5

平成29年 １月 99.4 0.3 98.8 △  0.8 平成29年 １月 97.8 △  0.2 97.5 △  1.3
２月 99.3 0.2 98.8 △  0.9 ２月 97.6 0.0 97.2 △  1.7
３月 99.4 0.0 99.4 △  1.2 ３月 98.4 0.0 97.9 △  2.0
４月 101.4 1.5 100.8 △  0.9 ４月 99.9 △  0.3 99.6 △  1.5
５月 101.7 1.6 100.6 △  0.9 ５月 99.8 △  0.7 99.6 △  1.4
６月 102.0 2.0 100.5 △  0.7 ６月 100.0 △  0.1 99.2 △  1.3
７月 101.9 1.6 98.4 △  2.7 ７月 100.8 0.3 100.3 0.2
８月 102.1 2.0 98.3 △  2.7 ８月 100.7 0.4 100.0 0.1
９月 102.0 1.8 98.7 △  2.4 ９月 100.5 0.5 100.1 0.0
10月 102.1 1.7 98.4 △  2.4 10月 100.2 0.4 99.5 △  0.4
11月 102.5 2.1 98.5 △  2.3 11月 100.5 0.7 99.3 △  0.6
12月 102.2 2.2 98.2 △  2.4 12月 100.2 1.2 99.0 △  0.7

平成30年 １月 100.4 1.0 95.7 △  3.1 平成30年 １月 96.3 △  1.5 94.3 △  3.3
２月 99.9 0.6 95.9 △  2.9 ２月 95.8 △  1.8 94.3 △  3.0
３月 100.1 0.7 96.1 △  3.3 ３月 96.0 △  2.4 94.4 △  3.6
４月 101.7 0.3 97.5 △  3.3 ４月 98.0 △  1.9 96.1 △  3.5
５月 101.7 0.0 97.9 △  2.7 ５月 98.2 △  1.6 96.5 △  3.1
６月 101.6 △  0.4 97.3 △  3.2 ６月 97.9 △  2.1 95.8 △  3.4
７月 102.5 0.6 96.8 △  1.6 ７月 98.8 △  2.0 95.9 △  4.4
８月 102.7 0.6 96.9 △  1.4 ８月 98.9 △  1.8 95.9 △  4.1
９月 102.4 0.4 96.9 △  1.8 ９月 98.6 △  1.9 95.8 △  4.3
10月 103.1 1.0 97.4 △  1.0 10月 99.1 △  1.1 96.5 △  3.0
11月 103.0 0.5 96.9 △  1.6 11月 98.9 △  1.6 95.8 △  3.5
12月 103.2 1.0 97.1 △  1.1 12月 99.1 △  1.1 96.1 △  2.9

7. 常用雇用指数

（平成27年平均＝100） （平成27年平均＝100）

前年比 前年比 前年比 前年比
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抽出替え

　この調査は、標本調査であることから、絶えず変動する事業所の母集団の実態を正しく把握するため、標本（調査対象
事業所）の入れ替えを以下の通り行っている。
　事業所規模３０人以上の事業所は、経済センサス基礎調査によって把握できる最新の事業所全数名簿を母集団として、
毎年１月分調査時に調査対象事業所の一部を入れ替えて調査を実施している。
　事業所規模５～２９人の事業所については、指定調査区全体を３グループに分け、各グループを半年ずつずらして１８
か月交替のローテーションを組んで実施している。１月分及び７月分調査において、指定調査区の３グループのうち１グ
ループについて交替している。

パートタイム
労働者

　常用労働者のうち、
　① １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
　② １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも
     少ない者
　のいずれかに該当する者のことである。

結果の
算　定

　この調査による結果の数値は、調査対象事業所からの報告をもとにして本県の規模５人以上の調査産業に属するすべて
の事業所に対応するよう復元された数値である。

名目と
実　質

　実質賃金指数は、物価変動による影響を除去するため、名目賃金指数を甲府市消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く
総合）で除して算出している。消費者物価指数は、平成29年1月分結果から平成27年基準を使用している。

主要調査
事 項 の
定　　義

現金給与総額

出勤日数
　調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給でも事業所に出勤しない日は出勤
日にはならないが、１日のうち１時間でも就業すれば出勤日とする。

常用労働者
　① 期間を定めずに雇われている者
　② １か月以上の期間を定めて雇われている者　　　　のいずれかに該当する者のことである。

一般労働者 　「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」でない者のことである。

　夏季・年末賞与、労働協約の改訂等に伴う定期昇給やベースアップ等の差額追給、３か月を超え
る期間で算定される給与、あらかじめ労働契約や規則等に定められていない一時的又は突発的理由
に基づいて労働者に現実に支払われた給与並びにあらかじめ労働契約や規則等に定められていても
その支給が稀な給与及び支給事由の発生が不確定な給与等のことである。

総実労働時間 　調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。

所定内労働時間
　事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間
数のことである。

所定外労働時間 　早出、残業、休日出勤等における実労働時間数のことである。

特別に
支払われた給与

　賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対価として労働者に通貨で支払うもので、
所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の総額。

きまって
支給する給与

　労働契約・団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与も含む。

所定内給与 　きまって支給する給与のうち、超過労働給与を除いた給与のことである。

超過労働給与
　所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間
外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

根拠 　統計法（基幹統計）

目的
　　　　　　　　　　①賃金
　山梨県における　　②労働時間　　の動きを毎月明らかにすること。
　　　　　　　　　　③雇用

調査対象
　日本標準産業分類に定める１６大産業に属し、常用労働者を常時５人以上雇用する事業所の中から抽出された県内約
５５０事業所。

3. 毎月勤労統計調査地方調査の説明
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（※）　「旧産業との接続」については、全国調査に準じて設定している。記号の見方は、以下のとおりである。
　　　◎：新旧で完全に接続　　　　　　　　　　　　　　　△：常用労働者の変動が１．０％以内の対応
　　　○：常用労働者の変動が０．１％以内の対応　　　　　▲：常用労働者の変動が３．０％以内の対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×：その他の対応

（※）　「鉱業，採石業，砂利採取業」における調査結果については、
　　　　当該産業に属する事業所数が少ないため公表しないが、調査産業計には含まれている。

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｑ 複合サービス事業 ▲ 公表 Ｐ 複合サービス事業

Ｐ 医療，福祉 ○ 公表 Ｎ 医療，福祉

Ｏ 教育，学習支援業 ▲ 公表 Ｏ 教育，学習支援業

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 × 公表 Ｍ 飲食店，宿泊業

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 × 公表 Ｌ 不動産業

Ｊ 金融業，保険業 ◎ 公表 Ｋ 金融・保険業

Ｉ 卸売業，小売業 ▲ 公表 Ｊ 卸売・小売業

Ｈ 運輸業，郵便業 ▲ 公表 Ｉ 運輸業

Ｇ 情報通信業 ▲ 公表 Ｈ 情報通信業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 ◎ 公表 Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｅ 製造業 ◎ 公表 Ｆ 製造業

鉱業

Ｄ 建設業 ◎ 公表 Ｅ 建設業

調査産業計 ○ 公表 ＴＬ 調査産業計

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 ◎ 非公表 Ｄ

（※）　入職率、離職率及びパートタイム労働者比率については、抽出替えに伴うギャップ修正を行っていない。

（※）　平成27年1月分調査におけるギャップ修正においては、指数の改訂に伴い増減率についても改訂を行った。
　　　増減率を改定した遡及期間は、指数を改定した遡及期間と同じである。

調査結果
の 公 表

及　び

産業分類
の 改 訂

　毎月勤労統計調査地方調査においては、平成22年1月分結果から、平成19年11月に改定された日本標準産業分類（以
下、「新産業分類」という。）に基づいて結果の公表を行うこととしている。
　このことにより、当調査の表章産業は下表のとおり変更される。
　従前の産業分類（以下、「旧産業分類」という。）に基づいて表章している平成２１年以前の結果との接続について
は、平成１８年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・旧間の変動を基準として、その変動が３％以内
に収まる対応（下表の「旧産業との接続」が◎、○、△、▲である対応）を単純に接続させることとしている。

新産業分類（H22.1～）
旧 産 業
との接続

公表状況 旧産業分類（～H21.12）

ＴＬ

ギャップ
修　　正

 
　平成30年から、調査事業所のうち30人以上の抽出方法は、従来の２～３年に一度行う総入替え方式から、毎年１月分調
査時に行う部分入替え方式に変更された。平成30年１月分調査の部分入替え方式導入以降は、「平成27年度統計法施行状
況に関する審議結果報告書（平成28年度上半期審議分）」において示された新旧データ接続における「望ましい方法」に
従い、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきた指数の遡及改訂（ギャップ修正）は行わない。常用雇用指数に
ついては、従来どおり、経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者数が得られた際に、全国調査、地方調査とも
にこれを労働者数推計のベンチマークとすることに伴うギャップ修正を実施した。

　平成29年までは、調査対象事業所が変わった場合、調査結果に時系列的な断層が生じるおそれがあることから、概ね３
年ごとに行う事業所規模30人以上の調査対象事業所の入れ替え（抽出替え）に併せ、調査結果を時系列的利用に供する目
的で算出する指数についてはギャップ修正を実施しており、最近では平成27年1月分調査における抽出替えに併せて
ギャップ修正を実施した。
　このギャップ修正により指数を改定した遡及期間は、次のとおりである。

項目 遡及期間

現金給与指数 平成24年２月～平成26年12月

労働時間指数 〃

指数及び
指 数 の
改　　訂

　平成29年1月分速報結果から、指数は、平成27年平均を100とする平成27年基準とする。これに伴い、平成29年1月分以
降と比較できるように、平成28年12月分までの指数を平成27年平均が100となるように改訂した。平成28年12月分までの
増減率は、平成22年基準指数で計算したものとする。したがって、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致しない。
　また、調査結果のうち、特別に支払われた給与及び超過労働給与については、指数を作成していない。
　なお、調査時点の賃金、労働時間及び常用労働者等の実数値については、原則として改訂を行わないこととしている。

増減率
の算出

　対前年同月比等の増減率は、原則として指数により算出している。従って、指数の改訂が行われた場合、増減率も改訂
されることがある。また、指数を元に算出していることから、公表している増減率は実数値から算出した増減率と必ずし
も一致しないので、時系列比較をする際には注意を要する。
　なお、調査結果のうち、特別に支払われた給与及び超過労働給与については指数を作成していないため、実数値
（ギャップ修正があった場合は指数に合わせて修正した数値）を利用して増減率を算出している。

基準時
の変更

　指数の基準時は、原則として西暦年の末尾が０又は５の付く年としており、概ね５年ごとに基準時の更新を行ってい
る。基準時の更新においては、作成している指数は全期間にわたって改訂を行うこととしているが、増減率については、
実質賃金指数を除き、改訂は行わない。

4. 利用上の注意 ～指数、増減率、産業分類～
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